
   伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱 

  （趣旨）  

第１条  この要綱は、市内に公的介護施設等（地域における医療及び介護の総

合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第６４号）第２条第３項に規

定する公的介護施設等をいう。以下同じ。）を整備する事業者に対して、予

算の範囲内において補助金を交付することについて、神奈川県地域医療介護

総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱（平成２７年７月２８日施行。

以下「県交付要綱」という。）及び伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５

年伊勢原市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。  

（補助対象事業者）  

第２条 補助対象事業者は、社会福祉法人、医療法人、株式会社、その他介護

施設等整備事業を実施する事業者で、市税等を完納しているものとする。  

  （補助対象事業）  

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、伊

勢原市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づくものであって、県交

付要綱第２条第１号に規定する事業のうち、県交付要綱の適用を受けて、本

市が神奈川県から補助金の交付を受けるものとする。  

  （補助対象経費）  

第４条 補助金の交付の対象とする経費は、県交付要綱別表３補助対象経費の

欄のとおりとする。  

  （補助金の額）  

第５条 補助金の額は、県交付要綱第３条に基づき算定した額とし、当該額に

千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、県

交付要綱に基づき本市が交付を受けた額とする。  

  （交付の申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、伊勢原市地域医療介護総合確保

基金（介護分）事業費補助金交付申請書（第１号様式）、伊勢原市地域医療

介護総合確保基金（介護分）事業費補助金所要額調書（第２号様式）及び事

業計画書（第３号様式）に県交付要綱第１４条の規定による実施要領（以下

「県実施要領」という。）に定める書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。  

２ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請を行うに当たって、消費税及び

地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当

額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税



額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占

める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請する

とともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しな

ければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

（交付の決定）  

第７条 市長は、前条の申請があり、審査等の結果、補助金を交付すべきも 

のと決定したときは、伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費

補助金交付決定通知書（第４号様式）又は不交付を決定したときは、伊勢原市地域医

療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金不交付決定通知書（第５号様式）により、

申請した事業者に通知するものとする。 

（交付の条件）  

第８条 規則第７条第１項第６号に規定するその他市長が必要と認めること

は、次のとおりとする。 

  (1) 補助事業を行うために締結する契約の方法は、原則として一般競争入札によるも

のとする。 

 (2) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、

当該収入及び支出についての証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の

承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管

しておかなければならない。 

(3) 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業により取得し、又は効用の増加

した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した財産で価格が 

３００，０００円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間を経過するまで、市長

の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。 

(4) 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入が 

あった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。 

(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、そ

の効率的な運用を図らなければならない。 

(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約にお

いても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

(7) 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制

度に基づく国又は県の負担又は補助を受けてはならない。 



(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

  （変更の承認等）  

第９条 規則第７条第１項第１号若しくは第２号の規定に基づき市長の承認

を受けようとする場合又は第３号の規定に基づき報告する場合は、伊勢原市

地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金変更交付決定事業変更（中

止・廃止）申請（報告）書（第６号様式）に関係資料を添付して市長に提出

しなければならない。  

 （変更決定の通知） 

第１０条 市長は前条の規定による申請又は報告を受けたときは、その内容を

審査し、適当と認められるものについては、伊勢原市地域医療介護総合確保

基金（介護分）事業費補助金交付決定事業変更（中止・廃止）承認決定通知

（指示）書（第７号様式）により通知を行うものとする。  

（申請の取下げのできる期間）  

第１１条  規則第９条第１項の規定による申請の取下げのできる期間は、交 

付決定の通知を受けた日から１０日を経過した日までとする。  

  （実績報告）  

第１２条 規則第１４条の規定による実績報告は、伊勢原市地域医療介護総合

確保基金（介護分）事業費補助金実績報告書（第８号様式）、伊勢原市地域

医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金精算額調書（第９号様式）及

び事業実績報告書（第１０号様式）に、県実施要領に定める書類を添えて、

速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者

は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額

して報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を報告

書に添えて提出しなければならない。  

  （補助金の交付）  

第１３条 補助金は、補助事業が完了した後において交付するものとする。  

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、伊勢原市地域医

療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付請求書（第１１号様式）に

補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。  

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１４条 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合に

あっては、第１２条第１項又は第２項の書類を提出した後に消費税の申告に

より当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し

た場合には、伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費に係る消



費税仕入控除税額報告書（第１２号様式）により、速やかに市長に報告しな

ければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支

部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、

本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行う場合は、その課税

売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による報告後に、速やかに当該補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に返還しなけ

ればならない。  

  （財産処分の制限）  

第１５条  規則第２０条ただし書の規定による市長の定める期間は、補助金 

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５ 

号）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が定める期間とする。 

  （補助金の返還等）  

第１６条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補 

助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の 

返還を命ずることができる。  

 (1) この要綱の規定に違反したとき。  

 (2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を 

  受けたとき。  

 (3) 補助金を交付目的以外に使用したとき。  

 (4) 補助対象事業を中止したとき。  

   （委任）  

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

      附 則（平成３０年１２月２１日告示第１４５号） 

 （施行期日）  

１ この告示は、公表の日から施行する。 

 （伊勢原市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱の廃止） 

２ 伊勢原市施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金交付要綱（平成２２

年伊勢原市告示第１１９号）は、廃止する。 

   附  則（令和３年１０月４日告示第２３９号）  

 この告示は、公表の日から施行する。  



第１号様式（第６条関係） 

 

 

伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付申請書 

 

 

                                                               年  月  日 

 

 

    伊勢原市長 殿 

 

                             申請者     住  所 

 

 

                                   名   称 

 

                                        代表者名                               

 

 

 

 伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金を受けたいので、関係書類を添

えて次のとおり申請します。 

補助 

年度 
  年度 補助金の名称 

 伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）

事業費補助金 

 

 補 助 事 業 の 名 称 

 

 

 

 

 

 交 付 申 請 額 

 

 

  金             円 

 

＜添付資料＞ 

□ 役員等氏名一覧表（第１号様式付表） 

□ 伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金所要額調書（第２号様式） 

□ 事業計画書（第３号様式） 

 

 



第１号様式付表 

 

                役員等氏名一覧表 

                            

                                 年  月  日現在  

役職名 氏 名 氏名のカナ 生年月日 性別 住  所 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 記載された全ての者は、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、本様式に

記載された情報を神奈川県警察本部に照会することについて、同意しております。 

 

                     団 体 名 

                     代 表 者             ○印  

 

 

 

注（１）補助事業者が個人の場合、申請者について記載 

 （２）補助事業者が法人の場合、代表者及び全ての役員について記載 

 （３）補助事業者が法人格を持たない団体の場合、当該団体の代表者について記載 

 

 

 



第２号様式（第６条関係）

補助事業名

（単位：円）

補助事業名 区　　分
　総事業費
　
　　　　Ａ

寄付金その
他の収入額
        Ｂ

差引額

(Ａ－Ｂ)Ｃ

対象経費の
支出予定額
　　　　Ｄ

　基準額

　　　　Ｅ

　選定額

　　　　Ｆ

　　補助
　 基準額
　　　　Ｇ

　　補助
　 所要額
　　　　Ｈ

　既交付
  決定額
　　　　Ｉ

　　差引
補助金所要額
　(Ｈ－Ｉ)Ｊ

（注） １　Ｆ欄には、Ｃ欄とＤ欄とＥ欄を比較していずれか少ない方の額を記載すること。
２　Ｇ欄にはＦ欄の額を記載すること。
３　Ｈ欄にはＧ欄の額に補助率を乗じて得た額を記載すること。
４　Ｇ欄、Ｈ欄に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

　　年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金所要額調書



第３号様式（第６条関係） 

 

 

事業計画書 

 

（補助事業者名：            ） 

補助事業名 

(区分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業着手日(予定)  

事業完了日(予定)  

 



第４号様式（第７条関係） 

                                                        伊勢原市指令（  ）第  号 

                                                                   年    月    日 

 

      年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付決定 

通知書 

 

                                                            

             様 

          

 

                                               伊勢原市長 

 

 

 印 

 

 

                                                                

 

      年  月  日付けで申請のありました伊勢原市地域医療介護総合確保基金 

（介護分）事業費補助金については、伊勢原市補助金等の交付規則第６条の規定に基づいて、

次のとおり決定しましたので通知します。 

 

１ 補 助 事 業 の 名 称 
 

 

２ 補助金の交付決定額 
 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

補助金の交付条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、伊勢

原市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分については、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内）に、伊勢原市を被告として、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求又は処分の取消しの訴えの提起

ができなくなります。 

 



第５号様式（第７条関係） 

                                                        伊勢原市指令（  ）第  号 

                                                                   年    月    日 

 

      年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金不交付決定 

通知書 

 

                                                            

             様 

 

          

 

                                               伊勢原市長 

 

 

 印 

 

                                                                

 

     年  月  日付けで申請のありました伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護

分）事業費補助金については、次の理由により不交付とすることに決定しましたので、伊勢原

市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金要綱交付要綱第７条の規定により通知し

ます。 

 

 

   不交付の理由    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、伊勢

原市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分については、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内）に、伊勢原市を被告として、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求又は処分の取消しの訴えの提起

ができなくなります。 



第６号様式（第９条関係） 

 

 

    年度伊勢原市地域介護医療総合確保基金（介護分）事業費補助金 

交付決定事業変更（中止・廃止）申請（報告）書 

 

                                                               年  月  日 

 

    伊勢原市長 殿 

 

                             申請者     住  所 

 

 

 

                                   名   称 

 

                                        代表者名                               

 

 

 

    次のとおり伊勢原市地域介護医療総合確保基金（介護分）事業費補助金交付決定事業の変

更（中止・廃止） について、関係書類を添えて申請（報告）します。 

 

１ 補助事業の名称 
 

 

 

２
 

 

 
 
変 更 内 容

  

  

 

 

 

 

３
 

 

 
 
変 更 理 由

 

  

 

 

 

 

  特記事項 

 

 

 

 



第７号様式（第１０条関係） 

                                                        伊勢原市指令（  ）第  号 

                                                                   年    月    日 

 

         年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金 

交付決定事業変更（中止・廃止）承認決定通知（指示）書 

 

                                                            

             様 

 

                                               伊勢原市長 

 

 

 印 

 

                                                               

     年  月  日付けで申請のありました伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護

分）事業費補助金交付決定事業の変更（中止・廃止）承認申請（報告）書の内容を審査しま

した結果、次のとおり決定しましたので通知（指示）します。 

 

１ 補 助 事 業 の 名 称 
 

 

２ 

変更前の補助金の交付決定額 
 

                                         円 

変更後の補助金の交付決定額 
 

                                         円 

３ 

変更前の補助金交付予定時期 
 

                       年  月  日     

変更後の補助金交付予定時期 
 

                             年  月  日 

 

 

 ４ 

 

 

 

 

  変更後の補助金の交付条件 

 

 

 

 

 

 

 

この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、伊勢

原市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分については、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をした場合には、当該審査請求に対する処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内）に、伊勢原市を被告として、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。なお、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求又は処分の取消しの訴えの提起

ができなくなります。 



第８号様式（第１２条関係） 

 

    年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金実績報告書 

 

                                                               年  月  日 

    伊勢原市長 殿 

 

                                     住  所 

 

 

                                   名   称 

 

                                        代表者名                               

 

 

 

            年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）補助金に係る実績を次のとお

り関係書類を添えて報告します。 

 

 １ 補助事業名 

 

 ２ 補助金精算額調書 （第９号様式） 

 

 ３ 事業実績報告書  （第１０号様式） 

 

 ４ 添付書類 

 

   □ 補助対象事業に係る契約書等の写し 

   □ 補助対象事業に係る領収書の写し又は人件費の支出が確認できる書類 

   □ 購入した機器及び器具等の写真 

   □ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１２条関係）

補助事業名

（単位：円）

補助事業名 区　　分
　総事業費
　
　　　　Ａ

寄付金その
他の収入額
        Ｂ

差引額

(Ａ－Ｂ)Ｃ

対象経費の
支出予定額
　　　　Ｄ

　基準額

　　　　Ｅ

　選定額

　　　　Ｆ

　　補助
　 基準額
　　　　Ｇ

　　補助
　 所要額
　　　　Ｈ

　既交付
  決定額
　　　　Ｉ

　　差引
補助金所要額
　(Ｈ－Ｉ)Ｊ

（注） １　Ｆ欄には、Ｃ欄とＤ欄とＥ欄を比較していずれか少ない方の額を記載すること。
２　Ｇ欄にはＦ欄の額を記載すること。
３　Ｈ欄にはＧ欄の額に補助率を乗じて得た額を記載すること。
４　Ｇ欄、Ｈ欄に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

　　年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金精算額調書



第１０号様式（第１２条関係） 

 

 

事業実績報告書 

 

（補助事業者名：            ） 

補助事業名 

(区分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の着手日  

事業の完了日  

 



第１１号様式（第１３条関係） 

 

 

    年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付請求書 

 

                                                               年  月  日 

    伊勢原市長 殿 

 

                             請求者     住  所 

 

 

                                   名   称 

 

                                        代表者名                              ㊞ 

 

 

 

            年  月  日付け交付決定のありました伊勢原市地域医療介護総合確保基金

（介護分）事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり請求します。 

 

 

  １ 補助事業の名称    

 

 ２ 補 助 金 名     伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金 

 

  ３ 請  求  額     金                 円 

 

 振込先金融機関名及び 

 支店名  

預金 

種別 

  
口座番号

 

 

口座名義人 

（フリガナも記入すること） 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  ４ 添付書類 

 

     □ 当該補助金の交付決定通知書の写し 

     □ 当該補助金の変更交付決定通知書の写し 

 



第１２号様式（第１４条関係） 

    年度伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費に係る 

消費税仕入控除税額報告書 

                

                                                年  月  日 

    伊勢原市長 殿 

 

                             申請者     住  所 

 

 

                                   名   称 

 

                                        代表者名                               

 

 

        年  月  日付けで交付決定を受けた伊勢原市地域医療介護総合確保基金（介

護分）事業費補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額について、次のとおり報告

します。 

 

  １ 補助金の額の確定額                        金             円 

       

  ２ 消費税の申告の有無（どちらかを選択）                有   ・   無         

  

（２で「無」を選択の場合は以下不要） 

  ３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択）     一般課税  ・  簡易課税 

 

 （３で「簡易課税」を選択した場合は以下不要） 

 ４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額 金          円 

 

 ５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額  金          円 

 

  ６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額） 金             円 

 

 ７ 添付書類 

    □３で一般課税に該当する場合、当該補助金に係る「消費税仕入控除税額の積算内訳」 

  □３で一般課税に該当する場合、税務署に提出した際の「消費税の確定申告書（控）の表

紙」及び「付表２ 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

  □その他参考となる資料 


